
議案第 16 号 

 

   生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について    

 

 上記の議案を提出する。 

 

  平成１８年３月９日 

                       生駒市長 山 下  真   

 

   生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 生駒市国民健康保険税条例（平成１２年３月生駒市条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第２項中「５０万円」を「５３万円」に改める。 

第６条中「１００分の１」を「１００分の１．５」に改める。 

第７条中「３，６００円」を「４，８００円」に改める。 

第８条中「４，８００円」を「６，０００円」に改める。 

第１２条中「５０万円」を「５３万円」に、「２，１６０円」を「２，８８０

円」に、「２，８８０円」を「３，６００円」に、「１，４４０円」を「１，９

２０円」に、「１，９２０円」を「２，４００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市国民健康保険税条例（以下「新条例」という｡)の規定は、平

成１８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成１７年度分ま



での国民健康保険税については、なお従前の例による。 

３ 平成１８年度分の国民健康保険税に係る新条例第２条第２項及び第１２条の

規定の適用については、これらの規定中「５３万円」とあるのは、「５１万円

」とする。 

４ 平成１９年度分の国民健康保険税に係る新条例第２条第２項及び第１２条の

規定の適用については、これらの規定中「５３万円」とあるのは、「５２万円

」とする。 

 


